
第 15巻第3号 Vol. XV. No. 3 

藻 委員
THE BULLETIN OF JAPANESE 

SOCIETV OF PHVCOLOGV 

昭和42年 12月 December 1967 

目 次

新村搬
イチマ ツノリ の糸状体の殻胞子放出におよぼす日長条件…椎原 久幸 1 

問中剛

本邦産気生漆類の 1種
.秋山優Physolium monilia (DEWLLD.) PRINTZ…………..... 広瀬弘幸

珪藻類図説明….....・H ・・……....・H ・...・H ・....・ H ・...・H ・...・H ・-津村主幹平 10

アオノリ養殖の現況と将来…・・........・H ・.......・H ・....……… 喜田和四郎 24 

ハワイの海渡とその採集によせて…....・H ・......・H ・...・H ・-…梶村光男 33

永井政次博士の逝去を悼む …・・・・……・…・…・・…目・H ・H ・....…時 図 的Js 37 

学会録事……H ・H ・-……・………...・H ・...・H ・...・ H ・....…-・・ H ・H ・.....・H ・.39 

日 本 藻額学 会

JAPANESE SOCIETY OF PHYCOLOGY 



日本藻 類 学会 々 則

第 1条 本会は日本部精鋭舎と称する。
m 2 ~長 本会は藻学の進歩普及を図り ，併せて会員栂互の連絡波に親肢を図ること

を目的とする。
第 3条 本会は古tr条の目的を逮するために次の事業を行う。

1. 総会の開催 (年 1悶)
2. 務矧に関する研究会，講習会，採集会等の開催
3. 定期引!仔物の発刊
4. その告il前条の目的を達するために必要な事業

第 4~定 本会の事務所は会長のもとにおく。
第 5条 本長の事業年度は 4月1日に始まり，翌年3月31刊に終る。
第 6条 会員は次の 3績とする。

1. 普7商会員(薄i頚に関心をもち，本会の遜旨に賛同する個人叉は団体で.役員
会の承言裂するもの)。

2. 名誉会員 (藻掌の発達に貢献があり ，本会の趣旨に賛同する個人で，役員会
の樵穂するもの)及び特別会員は会費を要しない。

3. 特別会員(本会の趣旨に賛同し，本会の発展に特に寄与した個人又は団体で，
役員会の推薦するホの)。

第 7~長 本会に入会するには，住所，氏名([遺体名).職業を記入した入会申込書を
会長に差出すものとする。

第 8 ~生 会員は毎年会唆 500円を前納するものとする。但し，名誉会員(次会に定
める名誉会長を含む)及び特別会員は会訟を要しない。外国会員の会訟は 2米ドル
とする。

第 9条 本会には次の役員を霞〈。
会長 1名。 幹事済干名。 言F議員安干名

役員の任期は 2ヶ年とし重任することが出来る。但し，言平議員は号|続き 3期選出さ
れることは出来ない。
役員号提出の規定は別に定める。(，-j"l'IlI第1条~第4条)
本会に名脊会長を置くことが出来る。

第 10~是 会長は会を代表し，会務の全体を統べる。幹事は会長の意を受けて日常の
会務を行う。

第 lH長 罫議員は町議員会を構成し，会の要務に関し会長の諮問にあずかる。腎官接
員会は会長が招集し ，また文芸書をもって，これに代えることが出来る。

第 12条 本会は定期刊行物 n菜類」を年3回刊行し，会員に無料で頒布する。

(付則)

第 1条 会長は園内在生の全会員の投票により ，会員め互選で定める(その際司7議
員会は参事号のため若干名の候補者を推薦することが出来る)。幹事は会長が会員中よ
りこれを指名委蝿する。

第 2条 言V議負の選出は次の二方法による。
1. 各地区別に会員中より選出される。その定員は各地区 1名とし，会員数が50
名を越える地区では50名までごとに 1名を加える。

2. 総会に於いて会長が会員中より若干名を推薦する。但し，その数は全叶議員
の1/3を越えることは出来ない。

地区割は次の 7地区とする。
北海道地区。東北地区。関東地区 (新澗，長野，山梨を含む)。中部地区 (三重を含む)。
近古里地区。 中国・四菊地区。九州地区 (沖縄を含む)。

第 3条 会長及び幹事は守議員を兼任することは出来ない。
第 4条 会長および地区選出の討議員に欠員を生じた場合は，前任者の残余期間次

点者をもって充当する。
第 5条 会員がパックナンパーを求めるときは各巻500円，分間の場合は各号・170円

とし，非会員の予約勝読料は各号 250円とする。
第 6条 本会見Uは昭和42年10月13日より施行する。




